
令和 6 年度

工  事  設  計  書

岩手中部水道企業団

課  長 課長補佐 係  長 設計者 精算者

着 手
期 日

自 年 月 日

摘

要

自 年 月 日 単  独 【建設リサイクル法対象】 上段：当初設計

完 了
至 令和 7 年 2 月 28 日 下段：変更設計
至 年 月 日 歩 掛 適 用 ：岩手県令和06年04月水道歩掛(復興歩掛)

工 期 日 数 日
基礎単価適用 ：令和06年07月01日付 公共
機械損料適用 ： 令和05年10月01日付 公共機械損料(R0607機械損料)

工 事 番 号 第 号
工 種 区 分 ：開削工事及び小口径推進工事等
施工地域区分 ：一般交通影響あり(2)
前 金 払 い ：補正無し
冬期労務補正 ： ％

施 工 場 所 花巻市二枚橋南一丁目地内
契約保証補正 ：発注者が金銭的保証を必要とする場合

工 事 名 二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

設 計 金 額
金 円也

工 事 概 要

別紙のとおり



名         称 数  量 単  位 摘                       要
配水管布設工 DIP（GX）φ150 25.1 ｍ 総延長 L'＝25.1ｍ

水管橋設置工 SUS 150A 14.0 ｍ 保温付二重管

仮設管設置工 33.2 ｍ

工 既設管撤去 25.0 ｍ

事

の

概

要 （建設リサイクル法対象工事）



二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

開削工事及び小口径推進工事等02

1 式
配水管移設

1 式
DIPφ150

1 式
資材費（φ150）

明 1 号
1 式

労務費（φ150）

明 2 号
1 式

土工費（φ150）

明 3 号
1 式

舗装費（φ150）

明 4 号
1 式

水管橋移設

1 式
資材費（水管橋）

明 5 号
1 式

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

労務費（水管橋）

明 6 号
1 式

仮設管設置

1 式
資材費（仮設管設置）

明 7 号
1 式

労務費（仮設管設置）

明 8 号
1 式

土工費（仮設管設置）

明 9 号
1 式

既設管撤去

1 式
労務(既設管撤去)

明 10 号
1 式

有価処理費

1 式
有価処理費

明 11 号
1 式
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

交通管理費

1 式
交通管理費

明 12 号
1 式

直接工事費計

共通仮設費計

1 式
共通仮設費(積上げ)

1 式
運搬費

1 式
仮設管 運搬費

４ｔ 往復

1 式
技術管理費

1 式
通水試験費

1 式
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

通水試験

明 13 号
1 式

共通仮設費(率化)

1 式
共通仮設費率分

1 式
純工事費

1 式
現場管理費

1 式
工事原価

1 式
一般管理費等

1 式
工事価格

1 式
消費税等相当額

1 式
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

合計

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 1 号 明細書 】

資材費（φ150） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

GX形S種 -ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装-
D-150

6 本
GX形 曲管 90°-粉-

D-150

3 個
GX形 両受曲管 45°-粉-

D-150

1 個
GX形 継ぎ輪 -粉-

D-150

2 個
GX形 接合部品 (ﾗｲﾅ)

D-150

5 個
GX形 接合材料

D-150

4 個
GX形 切管ユニット G-Link(ゴム輪含)

D-150

6 個
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 -粉- 形1-7.5K

D-150

2 個
ポリエチレンスリーブ

φ150用×6.0ｍ

6 枚

岩手中部水道企業団

6



二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 1 号 明細書 】 （続 き）

資材費（φ150） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

固定用バンド(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用)
φ150用

41 個
管明示ﾃｰﾌﾟ

W=30mm

14.3 ｍ
ｾﾌﾃｨﾗｲﾝ

W=150 (2倍)

25.1 ｍ
計
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 2 号 明細書 】

労務費（φ150） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鋳鉄管吊込み据付(機械力)
呼び径150mm

施 1 号
25.1 ｍ

鋳鉄管切断 (エンジンカッター使用)
呼び径150mm

施 2 号
4 口

ＧＸ形継手接合
直管 呼び径150mm

施 3 号
5 口

ＧＸ形継手接合
G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm

施 4 号
6 口

ＧＸ形継手接合
異形管 呼び径150mm

施 5 号
4 口

フランジ継手
呼び径150mm

施 6 号
2 口

ポリエチレンスリーブ被覆
呼び径150mm 管長5ｍ

施 7 号
25.1 ｍ

管明示テープ φ350以下
φ150×5000 管長5ｍ 胴巻４箇所／本

施 8 号
25.1 ｍ

管明示シート

施 9 号
25.1 ｍ
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 2 号 明細書 】 （続 き）

労務費（φ150） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

計

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 3 号 明細書 】

土工費（φ150） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

Ｐ 1 号
50 ｍ

バックホウによる舗装版直接掘削・積込
舗装厚0cm超え10cm以下

施 10 号
15 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.5km

施 11 号
0.6 m3

処理料金 AS塊（固定式）
(株)伊藤組

1 ｔ
バックホウ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)
施 12 号

20 m3
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い)
施 13 号

3 m3
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

施 14 号
11 m3

発生土運搬費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離2km

施 15 号
8 m3

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)
上層路盤 全仕上り厚25cm

施 16 号
11 m2

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 3 号 明細書 】 （続 き）

土工費（φ150） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)
下層路盤 全仕上り厚36cm

施 17 号
4 m2

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)
上層路盤 全仕上り厚13cm

施 18 号
4 m2

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)
舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

施 19 号
15 m2

計
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 4 号 明細書 】

舗装費（φ150） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

Ｐ 1 号
50 ｍ

バックホウによる舗装版直接掘削・積込
舗装厚0cm超え10cm以下

施 10 号
35 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.4km

施 20 号
1 m3

処理料金 AS塊（固定式）
(株)伊藤組

3 ｔ
不陸整正工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

整正厚0ｍ
施 21 号

35 m2
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
Ｐ 2 号

25 m2
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚60mm

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
Ｐ 3 号

10 m2
計
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 5 号 明細書 】

資材費（水管橋） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

保温付二重管
150SUS×250STK

14 ｍ
保温付曲管

150SUS×250STK

4 個
保温付T字管

150SUS×250STK

1 個
溶接部保温カバー

φ250 半割カバー 化粧カバー

2 個
不凍急排型空気弁

φ25 7.5K

1 基
不凍急排型空気弁保温カバー

1 個
歩行防止柵

SS400+めっき

2 組
GXメカサシ

150SUS+NCコーティング

2 個
エンドプレート

2 個

岩手中部水道企業団

13



二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 5 号 明細書 】 （続 き）

資材費（水管橋） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

計
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 6 号 明細書 】

労務費（水管橋） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

荷卸工

1 式
保温付二重管配管工

150SUS×250STK

14 ｍ
現場溶接工

150SUS

2 箇所
溶接部保温カバー取付工

φ250 半割カバー、化粧カバー

2 箇所
不凍急排型空気弁取付工

φ25

1 箇所
不凍急排型空気弁保温カバー取付工

1 箇所
歩行防止柵取付費

SS400めっき

2 箇所
Ｘ線検査

水管橋部 1000mm未満
施 22 号

2 枚
仮受架台設置工

2 箇所

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 6 号 明細書 】 （続 き）

労務費（水管橋） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ3～3.5t積 吊能力2.9t

3 供用日
計
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 7 号 明細書 】

資材費（仮設管設置） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

直管
G150A 4ｍ U×S

5 本
直管

G150A 2ｍ U×S

1 本
直管

G150A 1ｍ U×S

2 本
直管

G150A 0.5ｍ U×S

1 本
直管

G150A 0.3ｍ U×S

1 本
撤去用直管

G150A 0.3ｍ U×S

1 本
フレキ管

G150A 1.6ｍ U×S

3 本
エルボ

G150A 90° U×S

7 本
接続短管

S×F（上水）

2 本

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 7 号 明細書 】 （続 き）

資材費（仮設管設置） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

接続短管
U×U

1 本
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ -粉- DCIP ST(F)型 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付

D-150*150

2 個
不断水コア

樹脂製 φ150

2 個
不断水弁ｲﾝｻｰｿﾌﾄｼｰﾙ弁（耐震型）

φ150 DCIP用

1 基
浅埋用組立式仕切弁筐

φ150

1 基
仕切弁筐座台（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）

H=100

1 組
仕切弁筐座台（ｺﾝｸﾘｰﾄ製）

H=150

1 組
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材(7.5K) GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号+ｽﾃﾝB･N

150 M16-75* 6

2 組
計
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 8 号 明細書 】

労務費（仮設管設置） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

運搬費

1 式
ステンレス鋼管布設工

G150A

35 ｍ
グロージョイント継手工

G150A

24 箇所
撤去工

1 式
不断水連絡

φ150×φ150
施 23 号

2 箇所
フランジ継手

呼び径150mm
施 6 号

2 口
不断水ｲﾝｻｰｿﾌﾄｼｰﾙ弁 (耐震形)設置工事費

φ150 DCIP用

1 箇所
ねじ式弁筐設置

C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満
施 24 号

1 箇所
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

円形 1号 寸法250mm
施 25 号

1 箇所

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 8 号 明細書 】 （続 き）

労務費（仮設管設置） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

計

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 9 号 明細書 】

土工費（仮設管設置） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

Ｐ 1 号
28 ｍ

バックホウによる舗装版直接掘削・積込
舗装厚0cm超え10cm以下

施 10 号
8 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離1.5km

施 11 号
0.5 m3

処理料金 AS塊（固定式）
(株)伊藤組

1 ｔ
バックホウ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)
施 12 号

9 m3
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い)
施 13 号

1 m3
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

施 14 号
4 m3

発生土運搬費
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離2km

施 15 号
4 m3

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)
上層路盤 全仕上り厚25cm

施 16 号
2 m2

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 9 号 明細書 】 （続 き）

土工費（仮設管設置） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)
下層路盤 全仕上り厚36cm

施 17 号
7 m2

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)
上層路盤 全仕上り厚13cm

施 18 号
7 m2

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)
舗装厚3cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

施 19 号
8 m2

計

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 10 号 明細書 】

労務(既設管撤去) 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鋳鉄管切断 (エンジンカッター使用)
呼び径150mm

施 2 号
2 口

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)
呼び径150mm (エンジンカッター使用)

施 28 号
4 口

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力
呼び径150mm

施 29 号
25 ｍ

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型)
呼び径150mm

施 30 号
1 基

ねじ式弁筐撤去
C形1号 受枠30kg未満 蓋30kg未満

施 31 号
1 箇所

計

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 11 号 明細書 】

有価処理費 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

スクラップ
ヘビー Ｈ１ (特級Ａ)

-0.2 ｔ
現場発生品及び支給品運搬

2t積 2t吊 運搬距離10.5km
施 32 号

1 回
計

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 12 号 明細書 】

交通管理費 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

交通誘導警備員Ｂ

施 33 号
32 人日

計

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 13 号 明細書 】

通水試験 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

通水試験

単 1 号
39.1 ｍ

計

岩手中部水道企業団
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二枚橋地内配水管移設（排水路改修関連）工事

【 第 1 号 単価表 】

通水試験 500     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

配管工

人
普通作業員

人
器具損料及び諸雑費

％
計

単位当たり

岩手中部水道企業団
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No.1

Ⅰ．工程関係 １．関連する他工事 ア． 影響箇所 （ ）

イ． 他の工事の内容 （ ）

・ ウ． 開始又は完了時期 （ 未定 ）

２．特定される施工時期等による制限 ア． 工事内容 （ ）

イ． 時期・時間 （ ）

・ ウ． 施工方法 （ ）

３．工事着手前の事前調査 ア． 調査内容 （ 地下埋設物、隣地境界、運搬路 ）

イ． 調査期間 （ 着手前 ）

・ ウ． その他 （ ）

４．設計工程上の休日日数等作業不能日数 ア． 日　数 （ ）

（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ、夏期、年末年始休暇を除く） イ． その他 （

５．その他（ ） ア． 時期 （ ）

・ イ． その他 （ ）

Ⅱ．諸官庁との １．関係機関等との協議 ア． 工事内容 （ ）

イ． 協議内容 （ ）

・ ウ． 協議成立見込期間 （ ）

２．関係機関等協議結果による条件 ア． 影響項目 （ ）

・ イ． 影響範囲等 （ ）

３．その他（ ） ア． （ 道路使用許可の取得 ）

・ イ． （ ）

Ⅲ．用地関係 １．工事用地等の未処理による制限 ア． 未処理箇所 （ ）

・ イ． 処理見込時期 （ ）

２．工事用地等の使用終了後の復旧条件 ア． 内容 （ ）

・ イ． その他 （ ）

３．工事仮設道路等の借地指定 ア． 場所・範囲 （ ）

イ． 時期・期間 （ ）

ウ． 使用条件 （ ）

・ エ． 復旧方法 （ ）

４．仮設ヤードの指定　（ ア． 場所・範囲 （ ）

イ． 時期・期間 （ ）

ウ． 使用条件 （ ）

・ エ． 復旧方法 （ ）

５．その他（ ） ア． （ ）

・ イ． （ ）

Ⅳ．公害関係 １．公害防止のための施工方法等の制限 ア． 騒音 イ． 振動 ウ． 粉塵 エ． 排出ガス

オ． その他 （ ）

カ． 施工方法 （ ）

キ． 建設機械・設備 （ 排出ｶﾞｽ対策型建設機械を原則使用 ）

・ ク． 作業時間 （ ）

実　施　　・　　変　更二枚橋地内配水管移設(排水路改修関連)工事

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有

有 無

有 無

有 無

無有

有 無

有 無

施 行 条 件 明 示 一 覧 表
明示項目 明示事項 契約条件等

協議関係

工事名

無



No.2

実　施　　・　　変　更二枚橋地内配水管移設(排水路改修関連)工事

施 行 条 件 明 示 一 覧 表
明示項目 明示事項 契約条件等

工事名

Ⅳ．公害関係 ２．水替・流入防止施設の設置 ア． 施設内容 （ ）

・ イ． 設置期間 （ ）

３．濁水・湧水等の処理条件 ア． 処理施設 （ ）

・ イ． 処理条件等 （ ）

４．事業損失防止のための事前・事後調査 ア． 騒音 イ． 振動 ウ． 地盤沈下 エ． 地下水 オ． 電波障害

カ． その他 （ ）

キ． 事前・事後調査区分 （ ）

ク． 調査時期 （ ）

・ ケ． 調査範囲 （ ）

５．その他（ ） ア． （ ）

・ イ． （ ）

Ⅴ．安全対策 １．交通安全対策施設等の指定 ア． 施設内容 （ 交通誘導員を配置すること ）

・ イ． 設置期間 （ 作業時 ）

２．鉄道、ガス、電気、電話等の近接制限 ア． 鉄道 イ． ガス ウ． 電気 エ． 電話 オ． 水道

カ． その他 （ パイプライン等　関連するもの ）

キ． 施工方法制限 （ ）

ク． 作業時間制限 （ ）

・ ケ． その他 （ 関係者へ連絡のうえ対策すること ）

３．落石、雪崩、土砂崩壊等の防護施設 ア． 施設内容 （ ）

・ イ． その他 （ ）

４．発破作業等の保安設備。要員の配置 ア． 設備・要員内容 （ ）

・ イ． 制限内容 （ ）

５．換気設備等の設置 ア． 有毒ガス イ． 酸素欠乏

ウ． その他 （ ）

・ エ． 設備内容 （ ）

６．積載超過防止対策 ア．

イ．

・ ウ．

エ．

オ．

７．その他（ ） ア． （ ）

・ イ． （ ）

土砂及び工事用資材等の積載超過の無いようにすること。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置

法」の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団

体等への加入者の使用を促進すること。

下請け契約の相手方又は資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に関

する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって、悪質かつ重大

な事故を発生させた者を排除すること。

積載超過防止対策の方法を施工計画書「交通安全」等に記載すること。

過積載を行っていると認められる資材納入業者から資材を購入しないこと。

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

関係

有 無



No.3

実　施　　・　　変　更二枚橋地内配水管移設(排水路改修関連)工事

施 行 条 件 明 示 一 覧 表
明示項目 明示事項 契約条件等

工事名

Ⅵ．工事用道路 １．一般道路の搬入路使用 ア． 搬入経路指定 （ ）

イ． 使用制限等 （ ）

ウ． 処理方法 （ ）

・ エ． その他 （ ）

２．仮道路の設置条件等 ア． 仮設道路設置 （ ）

イ． 安全施設内容 （ ）

ウ． 安全施設設置期間 （ ）

エ． 工事終了後の存置・撤去 （ ）

・ オ． 路面維持・補修内容 （ ）

３．その他（ ） ア． （ ）

・ イ． （ ）

Ⅶ．仮設備関係 １．仮設備の引渡し・引継ぎ ア． 仮設備内容 （ ）

イ． 引渡し・引継ぎ期間 （ ）

・ ウ． 条件等 （ ）

２．仮設備の構造・施工方法の指定 ア． 構造等 （ ）

・ イ． 施工方法 （ ）

３．仮設備の設計条件の指定 ア． 設計条件 （ ）

・ イ． その他 （ ）

４．その他（ ） ア． （ 必要箇所は、工事に適した土留材を使用すること ）

・ イ． （ ）

Ⅷ．建設副産物 １．建設発生土の利用 ア． 発生場所 （ ）

・ イ． 利用場所 （ ）

２．残土受入場所の指定 ア． 場所・距離 （ ）

イ． 処分条件 （ ）

ウ． 仮置場・距離 （ ）

エ． 保管条件 （ ）

・ オ． その他 （ ）

３．再生資材の利用 ア． 資材名 （ 路盤材、ｱｽﾌｧﾙﾄ ）

イ． 規格 （ RC-40、合材使用は全て再生合材 ）

・ ウ． 使用箇所 （ 下層路盤工、As ）

４．発生土の現場内再利用・減量化 ア． 再利用等の内容 （ 埋戻 ）

イ． 利用条件 （ 使用不可の場合は対応策や代替案等の検討し報告すること ）

（ ）

（ ）

・ ウ． その他 （ ）

５．発生路盤材の現場内再利用・減量化 ア． 再利用等の内容 （ 埋戻 ）

イ． 利用条件 （ 仕訳した材料仮置き状況により管理すること ）

・ ウ． その他 （ 優先して再利用すること ）

通行規制作業においては迂回路等関係者に周知徹底のこと

有 無

有 無

有 無

有 無

無

有 無

有 無

有

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

　　関係

　　関係



No.4

実　施　　・　　変　更二枚橋地内配水管移設(排水路改修関連)工事

施 行 条 件 明 示 一 覧 表
明示項目 明示事項 契約条件等

工事名

Ⅷ．建設副産物 ６．建設副産物の処理条件 ア． 処理資材名 （ As殻 ）

イ． 受入場所 （ ）

ウ． 受入時間帯 （ ）

エ． 仮置場所等 （ ）

オ． 処理条件 （ 中間処理 ）

・ カ． その他 （ ）

７．建設廃棄物の処理条件 ア． 処理資材名 （ ）

イ． 受入場所 （ ）

ウ． 受入時間帯 （ ）

エ． 仮置場所等 （ ）

オ． 処理条件 （ ）

・ カ． その他 （ ）

８．その他（ 注意事項 ）

※

Ⅸ．工事支障 １．占用支障物件 ア． 電気 イ． 下水道 ウ． 電話 エ． 水道 オ． ガス

カ． その他 （ パイプライン等　関連するもの ）

キ． 管理者 （ ）

ク． 位置 （ ）

ケ． 移設時期 （ ）

・ コ． 工事方法 （ 試掘等により既設埋設物を確認すること ）

２．占用物件との重複施工 ア． 電気 イ． 下水道 ウ． 電話 エ． 水道 オ． ガス

カ． その他 （ ）

・ キ． 工事内容・期間 （ ）

２．その他（ ） ア． （ ）

・ イ． （ ）

Ⅹ．薬液注入 １．薬液注入 ア． 設計条件 （ ）

イ． 工法・材料種類 （ ）

・ ウ． 施工範囲等 （ ）

２．その他（ ） ア． （ ）

・ イ． （ ）

ⅩⅠ．その他 １．現場発生品の引渡条件 ア． 引渡場所 （ ）

・ イ． 引渡時間 （ ）

２．工事写真の提出部数及び形式条件

・有 無

再生資源化等をする施設については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。
なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。
ただし、現場条件や数量の変更等の、請負者の責によるものでない事項については、この限りではない。

有 無

有 無

有 無

無

　　関係

無

有 無

有 無

有

有

・原本としては電子媒体とする。

　　　物件等関係

　関係

・工事写真帳（代表箇所・撮影箇所）と原本を工事完成時に各１部提出

有 無



No.5

実　施　　・　　変　更二枚橋地内配水管移設(排水路改修関連)工事

施 行 条 件 明 示 一 覧 表
明示項目 明示事項 契約条件等

工事名

ⅩⅠ．その他 ３．留意事項

・

　に日程と施工方法等の説明をすること。構造物がある場合は、所有者と立会い

　のうえ写真を撮り現況を確認すること。

・安全管理、騒音対策の徹底をはかること。

　上記明示項目、明示事項の○印該当欄は、工事施工にあたって制約を受けることになるので、参考のため条件を明示する。
　なお、明示条件に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

有 無 ・周辺住民への「工事お知らせ」等による周知のほか、行事等には十分配慮する

　こと。

・写真管理、品質管理、材料検収、水圧試験、バルブ操作等必要箇所については

・民地の工事は必ず所有者の承諾を得て施工すること。また、工事の際は、事前

　監督員の立会いを求め適切に管理、施工すること。
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第 1 章  総 則 

 

1－1 適 用 

この水道工事標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は、岩手中部水道企業団（以下「企業団」という。）が発注

する水道施設工事（以下「工事」という。）の施工に適用する。 

なお、この標準仕様書に定めのない事項がある場合は、つぎの仕様書を準拠する。 

・日本水道協会「水道工事標準仕様書（土木工事編）、（設備工事編）」 

・岩手県県土整備部「共通仕様書」（道路工事、河川工事、公園工事、下水道工事及びその他それらに類する工事） 

また、工事に伴う給水管工事に関しては企業団「標準給水装置工事要綱－第 5章 給水装置の工事施工」による。 

 

1－2  責任施工 

工事は、受注者の責任施工とする。従って受注者は、技術・施工能力を充分に駆使し、作業の安全性の確保と 小限

の断減水にとどめるよう、適切な措置を講ずること。 

特に、一般交通に供している道路内が作業範囲となる場合は、通行車両や歩行者を対象とする公衆災害防止に必要な

措置を講ずるとともに、既存道路占用物件（通過施設、引込み施設）が埋設されている道路地下での施工となる場合は、

道路占用物件や沿道家屋などの第三者施設の保全に必要な措置を講ずること。 

なお、工事の施工に際し、第三者に迷惑をかけたり、地下埋設物などを損傷したり、道路交通などに支障を与えた場

合は受注者の責において解決するものとする。 

 

1－3  適用規格 

1．材料の規格 

工事に使用する材料及び機器は、日本産業規格（JIS）、日本水道協会規格（JWWA）、日本ダクタイル鉄管協会規格（JDPA）

などに適合しなければならない。但し、規格に無いものについては、監督職員と協議し決定すること。 

2．出来形及び品質管理の基準 

出来形の規格値は、「出来形管理規格値」（別表１）を、品質管理の規格値は「品質管理規格値」（別表 2）を適用し、

それ以外の出来形及び品質については、岩手県県土整備部「共通仕様書」の土木工事出来形並びに品質の規格値を準

用する。 

 

1－4  工事契約に伴う提出書類 

受注者は、工事契約に伴い下記に示す書類を指定期日までに提出しなければならない。提出部数などについては、監

督職員の指示に従うこと。 

1．契約前（契約担当課に提出） 

（1）説明書（請負金額 500 万円以上） 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第 12 条 1 項規定 

2．契約後 

（1）工事工程表（様式第 1 号）（契約締結後７日以内） 

（2）請負代金内訳書（様式第 2号）（契約締結後７日以内） 

（3）現場代理人等通知書（様式第 5-1 号） 

（4）現場代理人経歴書（様式第 5－3号） 

（5）主任技術者経歴書（様式第 5－4号） 

（6）監理技術者経歴書（様式第 5－5号） 
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（7）監理技術者補佐経歴書（監理技術者が兼務の場合も提出）（様式 5－6号） 

（8）専門技術者経歴書（様式第 5－7号） 

（9）配管技能者選任届（様式第 5－8号） 

（10）配管技能者経歴書（様式第 5－10 号） 

（11）下請負人の通知書（下請けに付す場合）（様式第 3-1 号） 

（12）下請負調書（下請けに付す場合）（様式第 3-2 号） 

3．工事着手前（監督職員に提出） 

（1）工事材料承諾願（様式第 13 号） 

（2）施工計画書（様式第 9 号） 

  ※下記の場合は、施工計画書の提出を省略することができる。 

① 当初請負金額が 130 万円未満の工事又は当初工期 60 日未満の工事 

② 緊急を要する工事 

（3）有資格者一覧表（請負金額 130 万円以上）（任意様式）   

※ 施工計画書提出時は計画書へ含める（個人情報以外） 

（4）保安施設配置計画書（請負金額 130 万円以上）（任意様式）   

※ 施工計画書提出時は計画書へ含める 

（5）工事カルテ作成・登録 

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス

(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監

督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日などを除き 10 日以内に、登録内容の変更時は

変更があった日から土曜日、日曜日、祝日などを除き 10 日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日な

どを除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。登録対象は、工事請負代金額 500

万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事として、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものと

する。 

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則と

して登録を必要としない。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督職員に提示しなければならない。 

なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。 

（6）建設業退職金共済証紙購入状況報告書（様式 6-1 号） 

・金融機関で建設業退職金共済証紙を購入して、建設業退職金共済証紙購入状況報告書に掛金収納書を貼付し

て契約締結後 1か月以内に提出する。 

（7）建設業退職金共済証紙不購入理由報告書（様式 6-2 号） 

・前項の証紙を購入しない場合及び他の退職金制度に加入している場合は契約後 1 か月以内に提出する。（下

請含む） 

（8）建設労災補償制度加入状況報告書（様式 7号） 

・請負金額が 1,000 万円以上の場合、建設業福祉共済団の建設労災補償共済制度加入証明書（他の任意の労災

補償制度に加入している場合は、その加入を証する書面）を添付し、契約後 5日以内に提出する。  

（9）建設副産物関係書類（任意様式） 

・位置図．運搬経路図を添付 

※ 施工計画書提出時は計画書へ含める 

①再生資源利用計画書（下記の条件に該当）（共通仕様書 様式第 114 号） 



3 
 

・請負金額が 500 万円以上 

※施工計画書提出時は計画書へ含める 

②再生資源利用促進計画書（下記の条件に該当）（共通仕様書 様式第 115 号） 

・請負金額が 500 万円以上 

※施工計画書提出時は計画書へ含める 

 

1－5  現場代理人の職務 

1．受注者は、現場代理人を現場に常駐させ、施工管理及び事務処理に当たらせること。ただし、平成 23 年東日本大

震災津波に係る災害復旧工事の発注が増加することに伴い、人材不足が懸念されることから、小規模な工事の現場

代理人の常駐義務を緩和することとし、岩手県が定める一定の基準「現場代理人の兼務に関する取扱い」（令和３年

３月８日付け出総第 341 現場代理人の兼務に係る特記仕様書）を満たす同一市町内 2件の工事の兼務を認める。 

2．作業員の経験・能力などを勘案し、適切な現場組織を構成すること。 

3．設計図書及び道路使用許可など工事の施工に必要な書類は、常時携帯しておくこと。 

4．監督職員より、工事打合簿及び工事関係書類の提出を求められたときは、速やかに行うこと。 

 

1－6  配管及び継手接合作業技能者 

配管及び継手接合作業に従事する技能者は、豊富な実務経験と知識を有し、熟練した者でなければならない。監理技

術者においては、岩手県が定める一定の基準「監理技術者の兼務に関する取扱い」（令和３年３月５日付け出総第 337 号

令和４年 12 月 16 日改正）を満たす場合は工事を兼務できるものとする。また、基準にある工事場所は、企業団圏域内

又は、相互の間隔が 10ｋｍの範囲内とする。 

配置基準は施工範囲に応じて以下のとおりとする。 

1．導水管・送水管・配水管布設工事  

（1）管理者（主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐） 

ア 一級土木施工管理技士（監理技術者又は監理技術者補佐の場合に該当） 

イ 二級土木施工管理技士（種別：土木）（監理技術者補佐の場合は「一級技士補」を有すること） 

ウ 下記の実務経験を有する者 

①高等学校の指定学科卒業後 ５年以上 

②大学及び高等専門学校の指定学科卒業後 ３年以上 

③上記以外 10 年以上 

＊指定学科とは土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科 

をいう。 

エ その他、建設業法施行規則第七条の三、水道施設工事業に該当する者 

オ 実務経験を必要とする場合は証明書（建設業法施行規則 様式第九号）を提出すること。 

（2）技能者 

1）耐震管工事（NS 管、GX 管などの耐震継手） 

ア 公益社団法人日本水道協会  配水管技能登録者（耐震継手又は大口径） 

イ 一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会  継手接合研修会受講証所有者(NS 形) 

2）配水用ポリエチレン管工事 

・配水用ポリエチレンパイプシステム協会主催の水道配水用ポリエチレンパイプ施工講習会受講証取得者、又は、

企業団が認める水道配水用ポリエチレンパイプメーカー主催の施工技術講習会受講証取得者 

3）大口径管工事（管口径φ500 以上） 
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・配管技能者（大口径）の登録証を有する者 

2．給水管分岐工事（穿孔を含む給水装置工事） 

（1）管理者 

・給水装置工事主任技術者 

（2）技能者 

・水道事業者、公益社団法人日本水道協会地方支部（平成 8年度を持って講習会などを終了）水道事業者などが実

施した給水装置の配管技能の実技に関する試験合格者又は講習会修了者のうち給水装置工事配管技能者認定協議

会により給水装置工事配管技能検定会と同等以上の講習課程などを経て資格を取得したと認定された者。（給水装

置工事配管技能者認定協議会からの認定書交付者） 

・公益財団法人給水工事技術振興財団 

給水装置工事配管技能検定会（全国標準検定、分岐穿孔のみの検定）の合格者 

3．関連給水装置工事（穿孔を含まない給水装置工事） 

（1）管理者 

・給水装置工事主任技術者 

（2）技能者 

・水道事業者、公益社団法人日本水道協会地方支部 

水道事業者などが実施した給水装置の配管技能の実技に関する試験合格者又は講習会修了者 

・公益財団法人給水工事技術振興財団 

給水装置工事配管技能検定会の合格者 

・都道府県知事又は指定試験機関 

配管技能士（1級・2級・3級） 

・都道府県知事の認定を受けた職業訓練校 

職業訓練校の配管科の課程修了者 

・公共職業能力開発施設 

公共職業能力開発施設の配管科の課程修了者 

 

1－7  石綿作業主任者 

1．受注者は、石綿管の切断などの工事がある場合には、石綿作業主任者（石綿作業主任者技能講習修了者）をもって、

施工にあたらせること。 

2．石綿管の処理にあたっては、「水道用石綿セメント管の撤去作業などにおける石綿対策の手引き」（厚生労働省健康

局水道課・平成 17 年 8月）及び、関係法令を遵守のうえ、適切に処理すること。 

 

1－8  関係官公庁などへの手続き 

1．工事施工のため必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは、原則として受注者において迅速に処理しなければな

らない。 

2．関係官公庁その他に対して交渉を要するときに、又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に申し出て

協議するものとする。 

 

1－9 埋設物などの事前調査 

受注者は、下記の事項について事前調査を行い、現場状況を把握して工事を施工しなければならない。 

（1）道路使用状況 
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（2）地下埋設物 

（3）架空線、電柱及び付属設備 

（4）周辺構造物 

（5）排水状況 

（6）地盤条件 

（7）その他必要な事項 

 

1－10  工事測量 

1．受注者は、工事契約後すみやかに必要な測量を実施し、用地境界、中心線、縦断、横断などを確認しなければなら

ない。 

2．測量標は、位置及び高さの変動のないように適切な保護をしなければならない。 

3．他の工事により設置している、用地巾杭や仮 BM などの重要な工事用測量標は移設してはならない。ただし、これ

を存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。 

4．工事に必要な丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識は受注者が設置し、監督職員が指示したものは検査を受

けなければならない。 

 

1－11  施工計画書の提出 

1．受注者は、次の各号の中から監督職員の指示する施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、130

万円未満の工事あるいは簡易な工事などにおいて条件を満たす場合は提出を省略することができる。 

（1）工事概要 

（2）計画工程表 

（3）施工体制台帳・施工体系図 

（4）現場組織表 

（5）有資格者一覧表 

（6）緊急時の体制及び対応 

（7）安全管理 

（8）交通管理 

（9）保安施設配置計画書 

（10）指定及び主要機械 

（11）主要資材 

（12）施工方法 

（13）施工管理計画 

（14）環境対策 

（15）現場作業環境の整備 

（16）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（17）その他 

2．施工計画書の内容に変更が生じ、その内容が重要な場合においては、その都度関連するものについて、変更後追加

分としての施工計画書を提出すること。 

3．監督職員が特に指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。 

 

1－12  工事現場管理 
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1．受注者は、｢土木工事安全施工技術指針（令和４年２月国土交通省大臣官房技術調査課）｣を参考にし、常に工事の

安全に留意し現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。 

2．受注者は、｢建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（昭和 62 年 3月 30 日建設大臣官房技術審議官通達）｣を参考に

して、工事に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し、生活環境の保安に努めなければならない。 

3．受注者は、工事現場が隣接し、又は同一場所において、別途工事がある場合は、常に相互協調して紛争を起こさな

いように処置しなければならない。 

4．受注者は、｢建設工事公衆災害防止対策要綱（平成 5 年 1月 12 日建設事務次官通達）令和元年９月２日改訂（国土

交通省告示４９６号）｣に準拠して災害の防止に努めなければならない。 

5．受注者は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象状況などについて十分な注意を払い、常にこれに

対処できる準備をしておかなければならない。 

6．受注者は、火薬、ガソリン、電気などの危険物を使用する場合にはその保管及び取り扱いについて関係法令の定め

るところに従い万全の方策を講じなければならない。 

7．受注者は、火薬類を使用した工事を施工する場合は、あらかじめ監督職員に使用計画を提出しなければならない。 

8．受注者は、工事現場に工事関係者以外の立ち入りを禁止する必要のある場合は板囲、ロープなどにより囲うととも

に、立ち入り禁止の標示をしなければならない。 

9．受注者は工事を安全に施工するために「保安施設設置基準（平成 18 年 4 月 28 日岩手県県土整備部道路環境課通

知）」に基づき工事現場の一般通行人の見易い場所に工事名、期間、事業主体名、工事受注者名、電話番号及び現場

責任者氏名を記入した大型の標示板を設置するほか、必要な処置を講じなければならない。また、道路に係る工事

の施工にあたっては、交通の安全につき、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と協議するとともに「道路標識、区

画線及び道路標示に関する命令（昭和 35 年 12 月 17 日総理府・建設省令第 3 号）」及び「道路工事現場における標

示施設などの設置基準の一部改正について（平成 18 年 3月 31 日国土交通省道路局長通知）」に基づき、必要な処置

を講じなければならない。 

10．受注者は、工事の実施に影響を及ぼす事故、人命に損傷を生じた事故、又は第三者に損害を与えた事故が発生し

たときは、遅滞なくその状況を監督職員に報告しなければならない。 

 

1－13  交通誘導警備員の資格 

1．交通誘導警備員の配置については、監督職員と十分打合せの上決定し、交通誘導警備員にも工事の内容を把握さ

せ、適切な交通整理をさせること。  

2．施工条件明示において交通誘導警備員の資格について条件付けられた場合は、原則として交通誘導警備業務検定合

格者（1級または 2級）を配置させること。ただし、交通誘導警備業務検定合格者を配置できない場合には、次の資

格用件を満たす交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員を配置させること。 

・警備業法における警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者。 

・警備業法における指定講習を終了した者。 

・警備業法施行規則における基本教育及び業務別教育（警備業法第 2 条第 1 項第 2 号の警備業務）を既に受けて

いる者で、交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験）が 1年以上である者。 

 

1－14  交通安全対策 

1．受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者及び警察署長の交通制限にかかる指示に従うとともに、沿道住民の意

向を配慮し、所要の道路標識、標示板、保安柵、注意灯、照明灯、覆工などの設備をなし、交通の安全を確保するこ

と。 

2．保安設備は、車両及び一般通行者の妨げとならないよう配置するとともに、常時適正な保守管理を行うこと。 
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3．工事現場は、作業場としての使用区域を保安柵などにより明確に区分し、一般公衆が立ち入らないように措置する

とともに、その区域以外の場所に許可なく機材などを仮置きしないこと。 

4．作業場内は、常に整理整頓をしておくとともに、当該部分の進捗にあわせ直ちに仮復旧をなし、遅滞なく一般交通

に開放すること。 

5．作業区域内の開口部は、作業中でもその場に工事従事者がいない場合は、埋戻すか仮覆工をかけ又は保安ネットな

どで覆っておくこと。ただし、作業時間中で作業場所の周辺が完全に区分されている場合は、この限りではない。 

6．作業区間内の消火栓、公衆電話、ガス、水道、電話などのマンホール及びボックスは、これを常時使用できるよう

に確保しておくこと。 

7．道路に覆工を設ける場合は、車両荷重など十分耐える強度を有するものとし、道路面との段差をなくすようにする

こと。 

8．道路を一般交通に開放しながら工事を施工する場合は、交通誘導警備員を配置して車両の誘導及び事故防止にあた

らせること。 

9．通路を横断して施工する場合は、半幅員以上の通路を確保しなければならない。また分割工事が不可能な場合は、

必要な措置について監督職員と協議しなければならない。 

10．建物その他、人の出入りする場合に近接して工事を行う場合は、沿道住民に迷惑のかからないように安全な通路

を設け、出入り口を確保しなければならない。 

 

1－15  歩行者通路の確保 

1．歩道（歩道のない道路では、通常歩行者が通る道路の端の部分。以下同じ）で工事をする場合は、歩行者通路を確

保し、常に歩行者の通路として開放すること。 

2．横断歩道部分で工事をする場合は、直近の場所に歩行者が安全に横断できる部分を設け、かつ交通誘導警備員を配

置して歩行者の安全に努めること。 

3．歩道及び横断歩道の全部を使用して工事する場合は、他に歩行者が安全に通行できる部分を確保し、必要な安全設

備を施したうえ交通誘導警備員を配置して歩行者の安全に努めること。 

4．歩行者の通路となる部分又は家屋に接して工事をする場合は、その境界にパネルなどを設置し又は適当な仮道路、

若しくは仮橋を設置して通行の安全を図ること。 

5．歩行者通路となる部分の上空で作業を行う場合は、あらかじめ安全な落下物防護の設備を施すこと。 

6．工事現場周辺の歩行者通路は、夜間、白色電球などにより照明しておくこと。 

7．歩行者通路は、原則として車道に切回さないこと。ただし、切回すことが許可された場合は、歩行者通路と車両通

行路とは堅固な柵で分離すること。 

8．工事のため歩行者通路を切回した場合は、その通路の前後、交差点及び曲がり角では歩行者通路及び矢印を標示し

た標示板を設置すること。 

9．片側歩道を全部使用して施工する場合は、作業帯の前後の横断歩道箇所に迂回案内板などを掲示するなどして、歩

行者を反対側歩道に安全に誘導すること。 

 

1－16  輸送に伴う交通安全管理 

1．受注者は、工事用運搬路として、道路を使用するときは、積載物の落下などにより、路面を損傷し、あるいは汚損

することのないよう努めるとともに、特に第三者に損害を与えないように注意しなければならない。 

2．受注者は、ダンプ、トラックなど大型貨物自動車による大量の土砂工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事につ

いては、関係機関と協議のうえ、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘

導警備員の配置、標識安全施設などの設置場所、その他の安全輸送上必要な事項について計画をたて監督職員に報
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告しなければならない。 

 

1－17  休日又は夜間における作業 

受注者は、工事実施の都合上休日、又は夜間に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ監督職員に報告し承諾を得

なければならない。 

 

1－18  施工確認 

受注者は、あらかじめ監督職員の指示した箇所など主要な工事段階の区切などには監督職員の立会いを受けなければ

ならない。（「確認・立会依頼書」共通仕様書 様式第 28 号） 

 

1－19  工事現場の現場環境改善 

1.工事に伴い実施する仮設備、安全施設、営繕施設などの具体的な現場環境改善を実施する。（請負金額 130 万円以

上） 

2.現場環境改善については、具体的な実施内容、実施期間について、施工計画書を作成して提出するものとする。 

3.現場環境改善の実施状況などの写真を、完成書類に添付するものとする。 

4.現場環境改善の内容については、原則として各項目ごとに１内容ずつ（いずれか１項目のみ２内容）の合計５つの

内容を基本とする。 

5.下記の内容については、設計変更を行わないものとする。 

 

項  目 内  容 

仮設備関係 
1.用水・電力の供給設備、2.緑化・花壇、3.ライトアップ施設 

4.見学路及び椅子の設置、5.昇降設備の充実、6.環境負荷の低減 

営繕関係 

1.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）、2.労働者宿舎の快適化 

3.デザインボックス（交通誘導警備員待機室）、4.現場休憩所の快適化 

5.健康関連設備及び厚生施設の充実など 

安全関係 
1.工事標識・照明など安全施設のイメージアップ（電光式標識など） 

2.盗難防止対策（警報機など）、3.避暑（熱中症予防）・防寒対策 

地域連携 

1.完成予想図、2.工法説明図、3.工事工程表 

4.デザイン工事看板（各工事 PR 看板含む） 

5.見学会などの開催（イベントなどの実施含む） 

6.見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 

7.パンフレット・工法説明ビデオ 

8.地域対策費など（地域行事などの経費を含む）、9.社会貢献 

 

1－20  設計変更について 

1．設計変更については、契約書第 18 条～第 24 条及び県共通仕様書第 1編 1-1-1-13～1-1-1-15 に記載しているとこ

ろであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」（岩手県県

土整備部）に準拠することとする。詳細については、以下のホームページ「工事請負契約における設計変更ガイドラ

イン」を参考とすること。 

http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/tetsuzuki/005372.html 
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1－21  跡片付け 

1．踏み荒した付近地は、受注者の責任により処理しなければならない。 

2．受注者は、跡埋め、跡片付け及び清掃などを工事完成日までに完了しなければならない。 

 

1－22  工事完成に伴う提出書類 

受注者は、工事完成後下記に示す書類を指定期日までに提出しなければならない。その他提出書類及び部数などにつ

いては監督職員の指示に従うこと。 

1．完成届 

同一箇所の着手前と施工中（管布設土被り検測）と完成後の状況を比較出来る写真を A4 版用紙 1 枚に印刷し添

付する。 

 

2．完成図書 

（1）工事写真 

①通常版 

②電子データ 

（2）安全、衛生対策関係書類（請負金額 130 万円以上） 

①安全教育、訓練などの実施記録表・実施日ごと 

②安全衛生委員会などの議事録・実施した場合 

（3）道路使用許可書（請負金額 130 万円以上） 

・写し 

（4）主要材料総括表 

（請負金額が 130 万円未満で材料の増減がない場合には提出不要） 

（5）出来形管理関係書類 

・工事出来形規格値 

・監督職員指示も設計値とみなす 

①出来形管理一覧表 

②出来形管理表 

③出来形管理図 

（6）品質管理関係書類（請負金額 130 万円以上） 任意様式 

①品質管理一覧表 

②NS 形、GX 形、K形、フランジ継手、配水用ポリエチレン管 EF 接合の各チェックシート 

・全継手部 

③アスファルト乳剤散布量試験測定結果表（監督職員の指示があった場合。） 

④アスファルト混合物温度管理図 

・台数ごと 出荷時及び敷均し時 

（7）建設副産物関係書類 

①産業廃棄物処理集計表（請負金額 130 万円以上）任意様式 

②産業廃棄物集計表（請負金額 130 万円以上）任意様式 

③再生資源利用実施書（請負金額 130 万円以上）（共通仕様書 様式第 114 号） 

④再生資源利用促進実施書（請負金額 130 万円以上）（共通仕様書 様式第 115 号） 

⑤再資源化等報告書（請負金額 500 万円以上） 
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・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）第 18 条第 1項規定  

（8）完成図 

①図面 （A1 見開き 1部） 

 ・位置図 縮尺任意  方位記入 

 ・平面図 縮尺任意  方位記入 

 ・縦断面図 縦 1：100 横 1：500 

 ・横断面図 1：100 

 ・側面図 

 ・詳細図 

 ・設備図 

 ・配管図 

 ・オフセット図 1：200 方位記入 

②電子データ CD-R 又は DVD-R 

・電子納品で使用するファイル形式は、県共通仕様書 電子納品ガイドラインによるが、図面ファイルは PDF 形式、

SFC 形式、DXF 形式の 3種類の形式で納品すること。 

※ ファイル形式ごとにフォルダを作成し、フォルダ名称は工事件名にすること。 

※ ラベルには各ファイル形式、工事件名、工事場所、工期、受注者名を記載すること。 

（9）給水装置工事完成書類 分岐替等工事件数分の給水切替データ票 

（10）その他必要とする書類  

 

1－23  工事検査 

1．受注者は、工事の既済部分検査、中間検査、完成検査にあたっては、現場代理人及び主任技術者が立会いのうえ検

査を受けなければならない。 

2．受注者は、検査のために必要な資料の提出、測量、その他の処理につき検査員の指示に従わなければならない。 

3．受注者は、監督職員・検査員からの指摘により工事及び書類などに不備が発見された場合には、速やかに再施工又

は手直しをし、再検査を受けなければならない。 

4．受注者は、完成検査において、既済部分検査及び中間検査に合格した既成部分（部分引渡しされた箇所を除く）に

不備を発見された場合は、前項と同様に、速やかに再施工又は手直しをし、再検査を受けなければならない。 

 

1－24  疑義の解決 

受注者は、本仕様書及び設計図書に疑義を生じた場合、また、記載なき事項については、監督職員と協議の上解決す

るものとする。 
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第 2 章 管布設工 

 

2－1  管の布設位置 

管布設の平面位置及び土被りは、設計図により正確に決定し、必要に応じて地下埋設物その他の障害物を確認し、監

督職員と協議のうえ布設位置を決定しなければならない。 

 

2－2  掘削工 

1．掘削工は、交通、保安設備、土留、排水、覆工、その他必要な諸般の準備を整えたうえ着手しなければならない。 

2．一日の施工区域の長さは、原則として掘削から埋め戻しまで完了できる長さとし、関係官公署、関係地元と十分協

議の上定め、監督職員の承諾を得なければならない。  

3．埋め戻し完了時間が制約される工事箇所の掘削は、制約時間内に埋め戻しが完了できる範囲内でなければならな

い。 

4．掘削土は、表土または舗装部分を取り除き、下層土と混ざらないよう処理しなければならない。 

5．アスファルトコンクリート舗装の表層及び基礎コンクリートならびにコンクリート舗装の取壊しは、コンクリート

カッターを使用し、断面は粗雑にならないようにしなければならない。 

6．継手掘り（会所掘り）は、所定の形状、接合作業の完全を期せるように行い、湧水のある場合は、排水設備を完備

しなければならない。 

7．掘削底面に岩石、コンクリート塊など固い突起物が出てきたときは、管底より 10cm 以上は取り除き、砂などで置

き換えなければならない。 

8．機械掘削をする場合は、施工区域全般にわたり地上、地下施設物に十分注意しながら行なわなければならない。 

 

2－3 土留工 

1．掘削深さが 1.5m を超える場合や条件明示において条件付けられた場合は土留工を施さなければならない。また、

土質条件、地下水の状況で 1.5m を超えない場合でも必要な場合は土留工を施すこと。 

2．土留材の建て込みに際しては、地下埋設物について試掘、その他の方法により十分調査しなければならない。 

3．土留材の建て込みに際しては、適当な深さまで余掘りした後、通りよく建て込み、垂直に打ち込まなければならな

い。 

4．腹起こしは、管の吊り降ろしに支障のないような長尺物を使用し、切梁は、堅固に据え付けなければならない。 

 

2－4 埋設物の保護 

1．掘削中埋設物が認められたときは、監督職員に報告し、その指示を受け施工しなければならない。 

2．埋設物の防護は、適当な角材または鋼材をけたとして吊る（吊防護）ほか、沈下の恐れがある場合は、確実な方法

で支持、防護（受防護）をしなければならない。なお、保護の取り外しは、安全を確認したあと行なわなければなら

ない。 

 

2－5 埋戻しの品質管理 

1．埋戻しの品質管理は、試験及び確認によって行うものとする。 

2．置換土埋戻しの材料品質管理は品質証明書により、施工品質管理は埋戻し工の施工写真の確認により行うものとす

る。 

3．発生路盤材埋戻しの材料品質管理は材料仮置き状況写真の確認により、施工品質管理は埋戻し工の施工写真の確認

により行うものとする。 
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4．発生材埋戻しの材料品質管理及び施工品質管理は、岩手県県土整備部共通仕様書（Ⅱ）「土木工事施工管理基準及

び規格値」 2．品質管理 21．道路土工に定める試験及び確認によって行うものとし、施工前の試掘により試料を

採取し、前記試験を行うものとする。 

5．保護層に使用する材料は、洗砂を標準とする。 

 

2－6  建設副産物 

1．受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事に係る資

材の再資源化等に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要綱」などを遵守して、建設副産物の適正な処理及び再

生資源の活用を図らなければならない。 

2. 受注者は、産業廃棄物の搬出及び処分を行う場合は、必要に応じた建設廃棄物処理委託契約を締結し、その契約書

及び契約締結相手方の許可証の写しを提出すること。 

3．受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく対象建設工事を請け負った場合は、事前説

明（法第 12 条）、請負契約書への記載（法第 13 条）、分別解体など及び再資源化などの実施（法第 9条及び 16 条）、

完了報告（法第 18 条）などにより、分別解体など及び再資源化などを実施しなければならない。 

4．受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく対象建設工事（500 万円以上）の場合には

「再生資源利用計画書」を作成し、監督職員に提出しなければならない。なお、施工計画書を提出する場合において

は計画書に含め提出すること。 

5．受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく対象建設工事（500 万円以上）の場合には、

「再生資源利用促進計画書」に基づき作成し、監督職員に提出しなければならない。なお、施工計画書を提出する場

合においては計画書に含め提出すること。 

6．受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、「建設廃棄物処理計画書」を作成し、監督職員に提出しな

ければならない。なお、施工計画書を提出する場合においては計画書に含め提出すること。 

7．受注者は、工事完了後速やかに実施状況を「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」に記録し監督職員

に提出しなければならない。 

8．受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェ

ストにより、適正に処理されていることを確かめたうえで、「産業廃棄物集計表」を作成し監督職員に提出するとと

もにマニフェストを監督職員及び検査職員に提示しなければならない。 

 

2－7 仮設工 

1．水替工 

（1）工事区域内は、排水を完全に行うよう十分な水替設備を設けなければならない。又、水を滞留させないように注

意し、排水は必要に応じて沈砂枡などを設けて土砂を流出させないようにするとともに、水量に応じて実施するも

のとする。 

（2）水替は、工事の進行に支障をきたさないよう、必要に応じて昼夜を通じて実施すること。 

（3）放流にあたっては、必要に応じて関係機関と協議すること。特に路面、汚水管（分流式下水、農業集落排水）に

放流しないこと。なお、河川に放流する場合は、放流地点が洗掘されないよう適当な措置をすること。 

（4）放流にあたっては、次の事項に注意しなければならない。 

ア 冬期においては、路面の凍結などにおける事故防止の措置をすること。 

イ ホースは放流場所まで連結すること。 

ウ その他、排水が現場付近居住者に迷惑とならないこと。 

2．仮配管工 
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（1）仮配管については、実施に先立ち配置、材質について監督職員と協議すること。 

（2）仮設工は任意とする。設計書に示した仕様や数値は見積のための参考である。 

（3）仮配管などについては、現状機能を保持するもの、また、送・配水管の材質については殺菌してあること。 

 

2－8 ポリエチレンスリーブ等被覆工 

1． ダクタイル鋳鉄管埋設の際はポリエチレンスリーブによる防食工を施すこととし、施工方法については日本ダク

タイル鉄管協会発行の施工要領書によること。 

2． 水道配水用ポリエチレン管において、有機溶剤の浸透が懸念される環境等の汚染場所で布設する場合は、監督員

との協議により、他管種に変更すること。やむをえず使用する場合は、浸透を防止するために浸透防止スリーブ

を確実に施工すること。 

 

2－9 管明示テープ工 

1. 導・送・配水管等の水道管を道路に埋設する場合には、明示テープを貼付するものとする。ただし、防護コンク

リートを打設する場合で、管体が完全にコンクリートの中に入るときは、管に明示テープを貼付する必要は無い

ものとする。 

2. 青地に白文字の埋設年を表示した幅３㎝の粘着テープを使用し、１箇所当たりのテープの巻き数は１回半とする。 

3. 受け口から 50cm、挿し口から 50cm の所に巻き付け、２ｍ以上にならない箇所の管に直接巻き付ける。 

（管長４ｍ管は３箇所、管長５～６ｍ管は４箇所胴巻きとする。） 

4. 呼び径 400mm 以上の管については、胴巻きのほか管の天端に明示テープを平行に貼り付ける。 

 

2－10 管明示シート工 

1．管明示シートは、指定された道路などに布設する管路に使用し、管路を埋戻す際に下記の要領に従って敷くこと。 

（1）明示要領 

管路、掘削幅の大小にかかわらず縦断方向の管上に、路面から 0.4～0.6ｍの所に敷設する。 

（2）明示に使用する材料 

①文字サイズ 

「企業団章 水道管注意（TEL 0197-66-3231）」 縦・横 50 ㎜×45 ㎜ 

「岩手中部水道企業団の立会いを求めて下さい」 縦・横 25 ㎜×25 ㎜ 

②シートサイズ 

巾 150 ㎜ 

③色 

シート生地は青、文字は白色とする。 

④材質 

高密度ポリエチレンを織製したクロスに低密度ポリエチレンをラミネートしたもの。なお、ビニール管の場合

にはアルタンシートを使用すること。 

 

2－11 既設管との連結工事 

1．連結工事は、断水時間に制約されるので、円滑な作業が出来るよう十分な作業員を配置し、配管資材を確認し、機

材、器具を十分準備し迅速、確実に指示された断水時間内に施工しなければならない。 

2．あらかじめ工事箇所周辺の調査を行い、交通対策、管内水の排水先などを確認し、施工日時、作業工程、施工方法

などについて計画を立て、工事打合せ簿により施工予定日の 4 日前までに監督職員に連絡工事計画を提出し、断水
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時間、断水広報などの承諾を受けること。 

3．既設管の切断に先立ち、監督職員の指示立会いのうえ、管種及び管の所属を調べ、設計図に示された連結管である

ことを確認しなければならない。 

4．既設管との連結には、既設管内を十分清掃したうえ連結しなければならない。 

5．割Ｔ字管を使用する場合は、次の点に留意しなければならない。 

（1）割Ｔ字管は、本管に取り付けた後、監督職員立会いのうえ、配管終了後の水密性の確認のための水圧試験を行い、

これに合格すること。 

（2）基礎工及び穿孔機仮受台を十分堅固に設置し、作業中割Ｔ字管を移動させないようにし、穿孔完了後は、割Ｔ字

管及び制水弁が移動しないよう保護工を設けること。 

（3）割Ｔ字管の取り出し部の管軸は、水平を原則とする。埋設物その他の関係で水平にしがたいときは、監督職員の

承認を受けて適当な勾配をつけること。 

（4）穿孔完了後切りくず、切断片などは、完全に管の外へ排出しなければならない。 

（5）鋳鉄管及び、鉄管からφ150 ㎜以下の分岐の場合は、穿孔終了後、密着コア（防食スリーブ）を挿入すること。 

6．分水栓穿孔の場合は、所定の穿孔機を管に堅固に取り付け、穿孔後は漏水のないよう処置しなければならない。 

7．石綿セメント管その他の管でサドルを必要とする場合は、管及び分水栓に、無理のないように堅固に取り付けなけ

ればならない。 

 

2－12 通水準備 

1．充水にあたり、制水弁、副弁、空気弁、消火栓、排水弁などの開閉操作を行い、異常の有無を確認し、特に空気弁

のボールの密着度合を点検すること。更に、全体の鉄蓋の開閉も再度確認し、小石などのかん入、ガタツキのないよ

うにすること。 

2．管内の洗浄に使用する水は水道水とし、洗浄方法は監督職員の指示による。 

3．一時に大量の水を放水するので、排水口などの下流を十分点検し、排水に支障のないようにする。 

4．既設管から注水するので、圧力の低下、濁り水などの発生することが予想される場合は、付近住民に対し事前に広

報などを行うこと。 

 

2－13  仕切弁操作 

1．既設管の断水及び通水のための仕切弁、消火栓などの操作は、監督職員及び監督職員の依頼を受けた水道職員が行

うものとする。ただし、事前に監督職員と協議して受注者が実施を指示された場合、あるいは監督職員及び監督職

員の依頼を受けた水道職員の立会いのうえ受注者が指示を受けて行う場合はこの限りではない。 

2．受注者が仕切弁操作を行う場合は、現場代理人が立会いのうえ 1－6 1．（2）に該当する技能者が従事するものと

する。 

3．岩手中部水道企業団の休日は、原則としてすべての仕切弁などの操作は行わないものとする。 

 

2－14 水圧試験 

1．配管終了後、継ぎ手の水密性を確認するため、管路の水圧試験を監督職員の立会いを得て行うこと。 

2．規定の試験水圧に変動があった場合は、原則として接合をやり直すか、漏水調査を実施し、修理後再び水圧試験を

行うこと。 

3．水圧試験結果については、次に掲げる項目の報告書を作成し、監督職員に報告すること。 

・試験区域もしくは継ぎ手番号 

・試験年月日 
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・開始時間及び終了時間 

・水圧試験状況写真 

 4．水圧試験及び水密試験の方法については、次による。 

（1）水圧試験は、充水後一昼夜程度経過後に行う。 

（2）試験水圧は 0.75MPa で 10 分間保持する。 

（3）不断水分岐などの部分的な水密試験は 0.75MPa で 10 分間保持を基本とする。 

（4）その他監督職員の指示による。  
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第 3 章 施工管理 

 

3－1 工程管理 

1．受注者は、常に工事の進捗状況を把握し、予定の工程と実績を比較して工事の円滑な遂行に努めること。 

2．断水を伴う既設管連絡・布設替えなど特に施工時間の定められた箇所については、監督職員と事前に打合せを行

い、指定時間に完了すること。 

 

3－2 施工管理一般 

1．受注者は、施工計画書に示される作業手順に基づき、工事の適正な施工管理を行うこと。 

2．受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度変更計画書を提出すること。 

3．受注者は、工事の出来形、品質などが設計図書及び本仕様書に適合するよう十分な施工管理を行うこと。 

4．受注者は、工事の施工順序に従い、それぞれの工事段階の区切りごとに点検を行って、次の工程に着手すること。 

5．受注者は、監督職員が常に施工状況の確認が出来るように必要な資料の提出及び報告など、適切な措置を講ずるこ

と。 

 

3－3 施工管理基準 

1．出来形管理 

受注者は、出来形を「出来形管理規格値」（別表 1）に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値

を対比して記録した出来形結果表を作成し、管理すること。 

2．品質管理 

 受注者は、「品質管理規格値」（別表 2）に基づき品質管理を実施すること。 

3．写真管理 

受注者は、工事記録写真を「工事写真撮影基準」（別表 3）に基づき測点ごと整理編集し、監督職員が随時点検でき

るようにするとともに、検査及び工事完成の際提出すること。 

また、これとは別に、工事に起因して生じた障害箇所、後に第三者との紛争の生じる可能性がある物件（建築物、壁

面、擁壁、塀、門柱などのクラックや汚れのほか、境界杭の有無・破損など既存構造物の状況）についても撮影し、

記録保存すること。 

 

3－4 現場付近住居者への広報 

1．受注者は、工事着工に先立ち、現場付近住居者に対し、工事内容についてチラシなどにより広報を行い、十分な協

力が得られるよう努めること。 

2．既設連絡管など計画的に断水する場合は、事前にチラシで広報を行うこと。断水戸数などを十分に調査し、配布漏

れがないようにすること。特に理髪店や飲食店など事業者とのトラブルがないようにすること。また、濁り水の発

生が予想される場合は断水区域外へも広報を行うこと。 

 

3－5 工事実施前の措置 

受注者は、工事に先立ち、掘削位置、工法、交通保安設備、道路復旧などに関する関係官公署などの係員の現場立会

いなどを求め、許可条件、指示事項などを確認すること。 

 

3－6 地下埋設物などの取扱い 

1．受注者は、工事施工区域における地下埋設物について、他事業所より地下埋設物証明を受け、種類、規模及び位置
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を試掘などにより調査確認すること。 

2．受注者は、工事施工中、他の所管する地下埋設物、地上構造物、その他工作物の移設、保護、切り回しなどを必要

とするときは、すみやかに監督職員に申し出て、その指示を受けること。 

3．受注者は、工事施工中、損傷を与えるおそれがある施設物に対しては、仮保護、その他の適切な措置をし、工事完

了後は原形に復旧すること。 

4．受注者は、地下埋設物及び地上構造物の管理者から直接指示があった場合は、その指示に従い、その内容について

すみやかに監督職員に報告すること。 

5．埋設物に接近して掘削する場合は、周辺地盤の緩み、沈下などに十分に注意して施工し、必要に応じて当該埋設物

管理者と協議のうえ、防護措置を講ずること。 

 

3－7 他工事との調整 

受注者は、工事現場付近で他工事が施工されている場合、又はその工事と共同もしくは出会い工事となる場合は、互

いに協調し円滑な施工を図ること。 

 

3－8 第三者へ及ぼした損害 

1．受注者は、工事箇所に軟弱地盤があり、又は家屋や工作物が接近しているため付近家屋などに被害が発生するおそ

れがあるとおもわれる場合は、監督職員と協議のうえ、当該家屋などの現場調査を必要に応じて行い、所有者立会

いのもと補償対策としての写真撮影を行うこと。 

2．受注者は、工事施工中、必要な注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償す

ること。 

3．受注者は、材料、機械などの運搬のため、道路、その他の構造物などを損傷した場合は、公道私道を問わず受注者

の負担において、すみやかに復旧すること。なお、復旧にあたっては必要に応じ道路管理者、又は土地所有者と事前

に打合せを行うこと。 

 

3－9 原形復旧に伴う施工 

 1.受注者は、舗装復旧に伴う路肩仕上げ等経年劣化による損傷と認められる場合でも、景観上または機能的に必要と

認められる場合は、監督職員と協議のうえ、道路管理者の確認のもと適切に施工管理を行うこととする。 
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別表１ 出来形管理基準 （その１） 

 

工  種 測定項目 規格値（ｍｍ） 測定基準 

管布設工 土被り ±３０ 路線、口径、管種ごとに、施工延長５０m につき 1 箇

所。 

推進工 基準高 ±５０ 発進坑、到達坑で測定 

 

中心線の偏位 左右 

±５０ 

１０ｍごとに測定、１０ｍ以下の場合は２箇所測定 

 

管底高 ±５０ １０ｍごとに測定、１０ｍ以下の場合は２箇所測定 

 

管路掘削工 

 

 

深さ 

 

－３０ 施工延長５０ｍにつき１箇所。５０ｍ以下のものは１施

工箇所 

につき 2 箇所 

 

幅 －５０ 

弁栓類・鉄蓋

の据付 

 

 

据付位置 

 

弁類の芯から   +３０ 

 

設置箇所ごとに測定 

      

鉄蓋据付 路面との段差 

－１０ 

（路面とのすり付け勾配３％以内） 

（空気弁筐の鉄蓋は路肩方向に開閉） 
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別表１ 出来形管理基準（その２） 

 

工 種 測定項目 

規格値 

測定基準 個々の測定値

（ｍｍ） 

１０個の測定値の平

均（X10） 

路面復旧工 

下層路盤工 

基準高 ±５０ ― 基準高（設計書に指示がある場合）は５０ｍごとに１箇

所。厚さは各車線 100ｍごとに１箇所を掘り起こして測

定。幅は延長５０ｍごとに１箇所の割で測定。 

厚さ －４５ －１５ 

幅 －５０ ― 

路面復旧工 

上層路盤工 

厚さ －３０ －１０ 幅は５０ｍごとに 1 箇所の割に測定。厚さは各車線

100ｍごとに 1 箇所掘起して測定。 
幅 －５０ ― 

路面復旧工 

加熱アスファル

ト安定処理工 

厚さ －２０ －７ 幅は５０ｍごとに 1 箇所の割に測定。厚さは施工面積

３００㎡以上で５００㎡未満の場合は 1 個、５００㎡以上

の場合は３００㎡増すごとに１個の割で追加してコア

ーを採取し測定。３００㎡未満の場合は、厚さは下がり

寸法管理とする。ただし、この場合でも承諾によりコア

ー採取で管理することも可とする。 

幅 －５０ ― 

路面復旧工 

基層工 

厚さ －１２ －４ 

幅 －２５ ― 

路面復旧工 

表層工 

厚さ －９ －３ 

幅 －２５ ― 

路面復旧工 

歩道路盤工 

基準高 ±５０ ― 基準高（設計で指示がある場合）は５０ｍごとに 1 箇

所。厚さは 100ｍごとに 1 箇所掘起して測定。幅は５０

ｍごとに 1 箇所の割に測定。 

 

厚さ 

 

ｔ＜

15cm 

－３０ －１０ 

ｔ≧

15cm 

－４５ －１５ 

幅 －１００ ― 

路面復旧工 

歩道舗装工 

厚さ －９ －３ 幅は５０ｍごとに 1 箇所の割に測定。厚さは片側延長

が２００ｍ以上で３００ｍ未満の場合は 1 個、３００ｍ以

上の場合は２００ｍ増すごとに１個の割で追加してコア

ーを採取し、測定。２００ｍ未満の場合は、厚さは下が

り寸法管理とする。ただし、この場合でも承諾によりコ

アー採取で管理することも可とする。 

幅 －２５ ― 

※１ 出来形の合否判定 

高さ及び幅については、個々の測定値が規格値以内でなければならない。厚さは、個々の測定値 10 個に９個以上

の割合で規格値以内にあるとともに、10 個の測定値の平均（X10）が規格値内になければならない。ただし、厚さの

データ数が 10 個未満の場合は平均値は適用しない。 

※２ 提出書類 

設計値と実測値を対比して記録した出来形管理表の他に舗装面積求積図を提出しなければならない。 
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別表 2 品質管理基準 
 

種別 工   種 細   目 試験項目 規格値 試験基準 摘 要 

管
路
工 

分岐工 不断水工 水圧試験 0.75Mpa を 10 分

間  以上保持 

設置箇所ごと 記録写真 

漏水がないこと   

通水確認 通水試験 水圧試験（ダク

タイル鋳鉄管） 

0.75Mpa を 10 分間

以上保持 

500ｍごとに１回 記録写真 

    

水圧試験（配水

用ポリエチレン

管） 

予備加圧(0.75Ｍpa

に加圧し 5 分間放

置)のうえ、再加圧

(0.75Ｍｐａ)し、すぐ

に 0.5Mpa に減圧

し、1 時間放置後の

水圧が 0.4Mpa 以

上         

500ｍごとに１回 記録写真         

①再加圧後の水圧計  

②減圧後の水圧計    

③1 時間後の水圧計 

給水管切替工 サドル分水 水圧試験 1.0Ｍｐａを 3 分間

以上保持 

設置箇所ごと    

漏水がないこと 

 
 

記録写真 

鋳鉄管管接合

工（GX、NS 形） 

直管曲げ配管 曲げ角度と偏

位 

GX、NS 形ダクタイ

ル接合要領書によ

る 

GX、NS 形ダクタイル

接合要領書による 

 

 

継手接合部 継手の伸び GX、NS 形継手チ

ェックシートによる 

 GX、NS 形ダクタイ

ル接合要領書による 

チェックシート提出 

記録写真 

受口面～ゴム

輪間隔 

    

受口面～白線

間隔 他 

    

融着（EF）接合

工 

継手接合部   配水用ポリエチレン

パイプシステム協会

施工マニュアルに

よる 

配水用ポリエチレン

パイプシステム協会

施工マニュアルによる 

チェックシート提出 

  記録写真 

管及び弁類な

ど水道材料 

  （社）日本水道

協会 

（社）日本水道協会 JWWA 日水協の品質検査証

明書を受けた工場から

の証明書 規格 規格 仕様書 

      材料確認 

      記録写真 

       

道路復旧に関する品質管理基準については、県共通仕様書「品質管理」を適用する。 
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別表 3 工事撮影基準 

下表のとおりに作成し、見出しを付けて整理する。 

1 施工前及び完成写真 

工 種 種 別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

着工前  全景又は代表部分 

（追写真） 

着工前 着工前 1 回 

完 成  全景又は代表部分 

（追写真） 

完成後 

 

 

完成後 1 回 

 

2 出来形管理写真 

工 種 種 別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

土 
 

 
 

 
 

 
 

工 

施 

工 

状 

況 

舗装版切断工 切断状況 施工中 50ｍごとに 1 箇所 

舗装版取壊工 施工状況 施工中 50ｍごとに 1 箇所 

掘削工 施工状況 施工中 50ｍごとに１箇所 

床付工 施工状況 

（φ400 ㎜以上） 

施工中 50ｍごとに１箇所 

埋戻工 管底 締固め時 施工

後 

50ｍごとに１箇所 

保護砂 締固め時 

管側 

中間 

上層 

路盤工 施工状況 締固め時 

施工後 

50ｍごとに１箇所 

（仮）舗装工 施工状況 締固め時 

施工後 

50ｍごとに１箇所 

出 

来 

形 

試掘工 幅・延長・口径・被り・業者

名 

埋設布設状況 

掘削完了後 施工箇所ごと 

舗装版切断工 切断の深さ 施工後 50ｍごとに１箇所 

床付工 幅・深さ 施工後 50ｍごとに１箇所 

路盤工 幅 施工後 50ｍごとに１箇所 

路盤工 厚さ 施工後 測定基準ごとに１箇所 

（仮）舗装工 厚さ 施工後 測定基準ごとに１箇所 

管 
 

 
 

 

路 

施
工
状
況 

管切断工 切断機の判別 施工中 機種変更ごと 

切断状況 施工中 ５口に１箇所 

管布設工・撤去工 管の吊りおろし据付け（撤

去）作業 

施工中 50ｍごとに１箇所 
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防食用ポリエチレンスリ

ーブ被覆工 

被覆状況 

ラップ長 

施工中 弁・消火栓などは場所ごと、施工状況

ごとに１箇所 

管明示工 明示テープ表示状況 施工中 施工状況ごとに１箇所 

塗装工（内・外面） 施工状況 施工後 50ｍごとに１箇所 

出
来
形 

管布設工 管布設の位置 

（ＤＰ深さ） 

布設後 施工状況ごとに１箇所 

管
防
護
工 

施
工
状
況 

砕石基礎 基礎転圧 施工中 施工箇所ごと 

コンクリート工 施工状況 施工中 施工箇所ごと 

出
来
形 

砕石基礎 幅・厚さ・延長 施工後 施工箇所ごと 

コンクリート工 幅・厚さ・延長 施工後 施工箇所ごと 

仕
切
弁
設
置 

施
工
状
況 

砕石基礎 基礎転圧 施工中 施工箇所ごと 

弁筐設置・撤去工 据付け（撤去）作業 施工中 施工箇所ごと 

出
来
形 

砕石基礎 幅・厚さ・延長 施工後 施工箇所ごと 

鉄蓋設置 すり付け・高さ・中心 施工後 施工箇所ごと 

 

3 材料検査写真 

工 種 種 別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

材料検査 
 形状寸法 施工前及び検査時 各品目に１回 

検査実施状況 検査時 各品目に１回 

 

4 品質管理写真 

工 種 種 別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

コンクリート 

スランプ試験 試験実施状況 試験実施中 コンクリートの種類ごとに1回 

空気量試験 試験実施状況 試験実施中 コンクリートの種類ごとに1回 

強度試験 供試体 採取時 全数量 

試験実施状況 試験実施中 

塩化物含有量試験 試験実施状況 試験実施中 コンクリートの種類ごとに1回 

アスファルト 

合材 

合材温度測定 測定実施状況 到着時・初転圧 トラック３台ごとに１回 

路床・路盤 密度試験 試験実施状況 試験実施中 各１回 

管布設工 
配管工 水圧試験状況 施工中 監督職員の指示による 

溶接部の検査状況 施工後 継手ごと 

管接合工 

接合工（仮設管・仮管

栓含む） 

測定状況 施工中 適 宜 

管切断工 

端面補修塗料塗布また

は端面防食ゴム輪装着 

施工状況 施工後 使用切管切断箇所ごと 
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5 安全管理写真 

工 種 種 別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

安全管理  

各種標識類の設置状況 設置後 状況ごとに１回 

各種保安施設の設置状況 設置後 状況ごとに１回 

交通管理状況 作業中 状況ごとに１回 

 

6 その他写真 

工 種 種 別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 

環境対策関係  各施設設置状況 設置後 各種 1 回 

現場環境改善及び

地域連携関係 
 

実施状況 実施時 各種 1 回 

補償関係  

施工前の状況 発生前 その都度及び条件明示 

被害又は損害状況 発生時・発生後 その都度 

災害関係  
被災状況及び被災規模 （被災前）被災時・ 

被災後 

その都度（  ）は可能な場合 

上記以外の写真管理については、日本水道協会「水道工事標準仕様書」及び、県共通仕様書「写真管理基準」を参考

とすることとし、撮影頻度などについては、監督職員の指示によること。 

 

 



 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
 同院発行の5万分の1地形図及び2万5千分の1地形図を使用した
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